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１ 『福岡県学校教育ＩＣＴ活用推進方針』の目的

【福岡県の学校教育ＩＣＴ活用推進の経緯】
 ＧＩＧＡスクール構想の加速化は，学校教育の情報化にとって「力強い追い風」で

あったと同時に，学校教育の在り方に大きな変革を迫る「突風」でもありました。

 令和５年度までに段階的に進める予定であった，義務教育段階での１人１台端末や

高速大容量の通信ネットワーク環境の整備を，大幅に前倒しして，令和２年度中に全

ての市町村において完了すること，そして，教職員がそれらを使いこなして，ＩＣＴ

を活用した授業や「学びの保障」のためのオンライン学習を実施することは，これま

でに経験の無い難題でした。

 特に，本県においては，「教育用コンピュータ１台当たりの児童生徒数」や「教員

のＩＣＴ活用指導力」等の学校教育情報化の進捗を示す指標で，全国平均を大きく下

回る状況が続いていたことから，市町村間での進捗のばらつきや進捗の遅滞が懸念さ

れていました。

 そこで，本県の学校教育のＩＣＴ化を迅速かつ円滑に進めるため，令和２年１２月

に『福岡県学校教育ＩＣＴ化推進計画』を策定し，令和２年度後半から令和３年度に

かけての，県教育委員会としての取組内容や市町村教育委員会・各学校が対応すべき

事項を提示しました。
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【福岡県の学校教育ICT化の進捗状況】
 学校教育のＩＣＴ化の重要な過渡期であった，令和２年度後半から令和３年度にか

けては，ハード面の整備とソフト面の充実とを両輪として進めて，「ＧＩＧＡスクー

ル元年」と言われる令和３年度から全ての市町村で一斉にＩＣＴ活用のスタートが切

れるようにすることが最大の課題でした。

 令和２年度末までに，各市町村において機材の調達や工事の手配が迅速に進められ

たことで，児童生徒用のＩＣＴ活用環境や普通教室における指導用ＩＣＴ環境等，Ｉ

ＣＴ活用の前提となるハード面の整備は概ね完了しました。

 令和３年度には，各市町村においてＩＣＴ化の推進計画の策定や推進体制の整備が

進められ，教員研修や実践研究が実施されたこと等により，管理職のリーダーシップ

と学校の情報化のビジョン，情報化担当教員の位置付け，情報化推進組織・校務分掌

の整備，校内研修の実施等も着実に進捗しており，ＩＣＴ活用推進のための基盤とな

るソフト面も充実しました。

 このように，各市町村・各学校において，ＩＣＴ化に向けた導入準備や試行錯誤が

懸命に進められており，様々なＩＣＴ活用実践が着実に広がっています。

 このような動きは，これまでの教育実践とＩＣＴ活用との最適な組み合わせによる

「新しい教育」の実現に向けた「変化の芽」となるものであり，大切に伸ばしていか

なければなりません。
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教育の情報化の推進に係る調査

児童生徒の
ＩＣＴ活用環境の整備

令和３年度 ＩＣＴ活用教員研修の実績
（県教育委員会主催分）

研修会名 対象
受講者数
実施回数

ＩＣＴ活用
基礎研修

各小・中学校
義務教育学校
希望者

２４０名
２回１セット×６

ＩＣＴ活用
中核教員研修

各小・中学校
義務教育学校
情報教育担当者

６４０名
２９回

道徳教育
研究協議会

（情報モラル）

各小・中学校
義務教育学校

道徳教育担当教員

小：４３６名
中：１９５名
義： ５名

ＩＣＴ活用
支援リーダー研修

各市町村
推進担当教員

５８名
１回

ＩＣＴ活用
管理職対象研修

各小・中学校
義務教育学校
校長又は教頭

小：４３６名
中：１９５名
義： ５名

（参考）『学校情報化認定チェックリスト』
〔日本教育工学協会（JAET）〕
https://jaet.jp/nintei/download/

情報担当教員の位置付け

━━ R3年3月時点 ━━ R3年9月時点

【学校教育ＩＣＴ化の進捗に伴う課題】
 学校教育のＩＣＴ化には着実な進捗が見られるものの，引き続き残っている課題があ
ります。また，進捗に伴い新たに顕在化した課題もあります。

 第１の課題は，市町村間・学校間での進捗状況や活用水準の差異です。全ての児童生
徒がＩＣＴ化の恩恵を受けて，教育の機会均等と水準の確保が図られるようにすること
が重要ですが，今後ますますＩＣＴ活用が進んでいく中で，その差異が加速度的に拡大
していくことが懸念されます。

 第２の課題は，ＩＣＴ活用の資質・能力の着実な育成への寄与です。ＩＣＴ活用は，
学習指導要領において育成を目指す資質・能力を着実に実現するための「道具立て」と
なるものであり，それ自体が「目的」ではありません。また，従来型の教育実践とＩＣ
Ｔ活用とは，対立したり優劣を議論したりするものではなく，相互に補完し合うことが
重要となります。

 第３の課題は，児童生徒が安心・安全にＩＣＴ活用できる条件の整備です。学校教育
のＩＣＴ化が加速する以前から，既に児童生徒にとってＩＣＴ機器やインターネットは
身近な存在であり，インターネットやＳＮＳでのトラブルに遭うリスクに曝されていま
した。今後，学校教育においても社会活動においても，ＩＣＴ活用が不可欠なものとな
るという前提での対応が必要です。

 第４の課題は，ＩＣＴを活用した学校における働き方改革です。過渡期である現在，
ＩＣＴ化に対応するために教職員の負担が増加してしまっています。教職員の負担の軽
減を図り，学校教育を持続可能なものとするためには，業務効率化のためのＩＣＴ活用
を積極的に進めることが重要です。
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ＩＣＴ活用による業務改善・効率化

レベル３：校務全般が効率化、負担軽減がなされ、業務改
善が進んでいる。

レベル２：校務全般が効率化、負担軽減がなされている。
レベル１：校務が効率化、負担軽減につながっている。
レベル０：効率化されたが負担軽減につながっていない。

■インターネット利用率
■スマートフォン
■タブレット
■携帯ゲーム機

総数（ｎ=3605） 小学生（ｎ=1100） 中学生（ｎ=1407） 高校生（ｎ=1083）

青少年のインターネット利用状況（令和３年３月 内閣府）
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【『福岡県学校教育ＩＣＴ活用推進方針』の目的】
 学校教育のＩＣＴ化の進捗状況等を踏まえると， 従前の『福岡県学校教育ＩＣＴ化

推進計画』のように，短期的に時期を設定して対応すべき事項を列挙することについ

ては，既に役割を終えたと考えられます。

 一方で，教育の機会均等と水準の確保を図りつつ，ＩＣＴ活用の健全な推進を図る

上では，ＩＣＴ活用による「新しい教育」の姿やその実現に向けて取り組む事項等に

ついての，今後３年間程度の中期的な方向性を，県教育委員会と各市町村・各学校と

で共有しておくことが重要と考えられます。

 そこで，新たに策定する『福岡県学校教育ICT活用推進方針』においては，ＩＣＴ活

用による「新しい教育」の姿，「新しい教育」の実現に向けたステップについて，県

教育委員会としての基本的認識を明らかにするとともに，学校教育ＩＣＴ化の諸課題

の解決に向けて，今後，重要となる各事項についての「現状と課題」及びそれを踏ま

えた「今後の対応方針」を提示します。

 これらを，ＩＣＴ活用の導入期から活用期への着実な進捗，そして発展期への飛躍

に向けて取り組む，今後３年間程度の中期的な対応方針と位置付けます。

 なお，基本的認識の部分については，今後の３年間程度は維持できるものと考えて

いますが，今後の対応方針については，「学校教育の情報化の推進に関する法律」に

基づく推進計画等の国や社会の動向，機器や技術の進歩，本県の進捗状況・課題等に

応じて適宜見直しを図る必要があると考えています。
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２ ＩＣＴ活用による「新しい教育」の姿

【これからの学校教育に求められること】
 令和３年１月の中央教育審議会の答申『「令和の日本型学校教育」の構築を目指し

て』においては，社会の在り方が劇的に変わる「Society5.0時代」，新型コロナウイ

ルスの感染拡大など先行き不透明な「予測困難時代」の到来を受けて，子供たちに育

むべき資質・能力として，一人一人の児童生徒が，自分のよさや可能性を認識すると

ともに，あらゆる他者を価値のある存在として尊重し，多様な人々と協働しながら

様々な社会的変化を乗り越え，豊かな人生を切り拓き，持続可能な社会の創り手とな

ることができるようにすることが必要であるとしています。

 そして，これらの資質・能力を育むためには，新学習指導要領の着実な実施が重要

であり，これからの学校教育を支える基盤的ツールとして，ＩＣＴの活用が必要不可

欠であるとしています。

 新学習指導要領においては，生きて働く知識・技能の習得，未知の状況にも対応で

きる思考力・判断力・表現力等の育成，学びを人生や社会に生かそうとする学びに向

かう力・人間性等の涵養を目指しています。

 また，情報モラルを含む情報活用能力が，言語能力や問題発見・解決能力等と同様

に，「学習の基盤となる資質・能力」と位置付けられています。
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【新学習指導要領とＧＩＧＡスクール構想の関係】
 新学習指導要領においては，資質・能力の三つの柱（知識・技能，思考力・判断

力・表現力等，学びに向かう力・人間性等）の育成のためには，「主体的・対話的で

深い学び」の実現に向けた授業改善が必要であるとされています。

 そして，そのような授業改善を実現する上では，個別最適な学び（教師目線では

「個に応じた指導」）と協働的な学びの一体的な充実が重要であるとした上で，ＧＩ

ＧＡスクール構想によるＩＣＴ環境やＩＣＴ活用の特性・強みを生かすことが，新学

習指導要領の趣旨を実現するための重要な役割を果たす「道具立て」として位置づけ

られています。

【ＩＣＴ活用による「新しい教育」の姿】
 本県が今後３年間程度の間に実現を目指す「新しい教育」の姿とは，ＩＣＴ活用を

「目的」とした教育ではありません。新学習指導要領が掲げる資質・能力を育成する

ことを「目的」とし，ＩＣＴ活用をこの「目的」の実現のための「道具立て」，授業

改善に向けた「有効な手段の一つ」とする教育です。

 つまり，これまでの教育実践とＩＣＴ活用とを，教育目的及び児童生徒の実態や発

達段階に応じて， １コマの授業，１つの単元，年間の指導計画，小中９年間の教育課

程といった各階層の中で適切に組み合わせて，効果的・効率的に学校教育活動を展開

することが，本県の考える「新しい教育」の姿であり，その一日も早い実現を目指し

てまいります。
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目的

文部科学省 GIGA StuDX 推進チームの講義資料の一部に本県にて一部加筆（赤字部分）

道具
立て

9

10文部科学省 GIGA StuDX 推進チームの講義資料の一部



【補足：ＩＣＴ活用と情報活用能力の育成との関係】
 新学習指導要領においては，初めて「情報活用能力」を学習の基盤となる資質・能

力と位置付け，教科等横断的にその育成を図ることとしました。あわせて，その育成

のために必要なＩＣＴ環境を整え，それらを適切に活用した学習活動の充実を図るこ

ととしており，情報教育や教科等の指導におけるICT活用など，教育の情報化に関わ

る内容の一層の充実が図られました。

 新学習指導要領解説においては，各教科等の特質に応じて，適切な学習場面で，情

報活用能力の育成を図ることが重要であるとともに，そうして育まれた情報活用能力

を発揮させることにより，各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつながっ

ていくことが一層期待されるとされています。

 「情報活用能力」はＩＣＴ機器を使いこなすスキルやプログラミング能力等を指す

ものとの誤解も一部にありますが，『教育の情報化に関する手引き（追補版）』（令

和２年６月 文部科学省）においては，「情報活用能力」は，世の中の様々な事象を

情報とその結び付きとして捉え，情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して，問

題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力であ

るとされています。

 より具体的に捉えれば，学習活動において必要に応じてコンピュータ等の情報手段

を適切に用いて情報を得たり，情報を整理・比較したり，得られた情報を分かりやす

く発信・伝達したり，必要に応じて保存・共有したりといったことができる力であり，

このような学習活動を遂行する上で必要となる情報手段の基本的な操作の習得や，プ

ログラミング的思考，情報モラル等に関する資質・能力等も含むものとなります。 11

１人１台端末

各教科等で育成を目指す資質・能力
「各教科等の特質に応じた見方・考え方」

知識及び技能
学びに向かう力，

人間性等
思考力，判断力，

表現力等

ＩＣＴ活用と情報活用能力の育成との関係

育成を目指す資質・能力の三つの柱

教科等横断的な視点に立った資質・能力
「学習の基盤となる資質・能力」

情報活用能力

（IE-School における実践・研究を踏まえた情報活用能力の例示）

言語能力 問題発見・解決能力国語 社会 算数 理科 ……
国語 社会 数学 理科 …外国語

個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

教科等横断的な視点からの活動

ＩＣＴ活用による学習活動の充実

情報活用能力の育成，人権教育，キャリア教育，環境教育等

情報活用能力を発揮させることにより，
各教科における主体的・対話的で深い学びへ

各教科等の特質に応じて
適切な学習場面で育成

（小学校）

（中学校）

育成のためのＩＣＴ環境の整備
12

好循環
往還関係

高速ネットワーク



３ 「新しい教育」の実現に向けたステップ

【教育・学習におけるＩＣＴ活用の特性・強み】
 これまでの教育実践とＩＣＴ活用とを適切に組み合わせた効率的・効果的な学校教

育活動を展開するためには，ＩＣＴ活用の特性・強みを踏まえて，活用する場面や機

能を工夫する必要があります。

 ICT 活用の特性・強みを生かすことで，「主体的・対話的で深い学び」の実現に向

けた授業改善や，個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実につなげ，情報活用

能力等の従来はなかなか伸ばせなかった資質・能力の育成や，今までの学習方法では

困難さが見られた児童生徒の一部への効果の発揮，今までできなかった学習活動の実

施が可能になると考えられます。

ICT活用の特性・強み 活用する場面・機能の例

①多様で大量の
情報の取扱い，
容易な試行錯誤

 探究的な学習の過程における活用
 今までの学習方法では困難さが見られた児童生徒に対する学習指導の際に，ウェブブラウザを活
用した多種多様な学習動画，デジタル教材などから児童生徒の興味・関心，特性に応じた活用

 プログラミングにおける試行錯誤の繰り返しなど論理的思考・課題解決

②時間的制約を超えた
情報の蓄積，
過程の可視化

 写真・動画の撮影・保存による学習過程の可視化による学習の振り返りや目標設定への反映
 クラス管理ソフトを活用した児童生徒のつまずきや伸びについての教師の見取りなど，「個に応
じた指導」の充実

③空間的制約を超えた
相互かつ瞬時の
情報の共有（双方向性）

 ウェブ会議機能，ファイル共有機能等による学校と家庭，他の学校・地域や海外との交流のよう
な距離が離れた場をつないだ学習

 ウェブ会議機能，ファイル共有機能等による他者との意見共有，比較検討，合意形成やアイデア
の創出，発表資料等の協働制作
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【導入期から活用期，そして発展期へ】
 学校教育におけるＩＣＴ活用の進捗段階を示すモデルとしては，『ＳＡＭＲモデ

ル』をはじめ様々なものがありますが，これまでの教育実践の一部としてＩＣＴを活

用する段階からはじまり，ＩＣＴ活用の特性・強みを生かした活動が広がる段階を経

て，教育や指導の在り方自体を見直す段階「学びのＤＸ」へと進化していくという考

え方は，概ね共通しています。

 本県のＩＣＴ活用に関する重点課題研究において専門委員を委嘱している，中村学

園大学教育学部の山本朋弘教授のモデル（※）によれば，ＩＣＴ活用の様態を，活用

の主体は教師か子供かという観点と，活用の場面は授業中心か授業以外にも及ぶのか

という観点との２軸で分類した上で，導入期・活用期・発展期の３段階の活用として

整理されています。

※ 15～18ページは、山本朋弘教授の説明資料を基に作成。

 令和３年度においては，多くの学校・教室において，大型提示装置による一斉学習

として，教師主導・授業中心の導入期の実践が展開されています。また，１人１台端

末の効果的な活用として，個別学習や協働学習という選択肢が広がったことにより，

子供を主体とする活用期の実践が増加しつつあります。

 さらに，ＩＣＴ活用の特性・強みを生かすことで，今までは出来なかった学習活動

の実施が可能となり，探究プロセスの活用や，授業以外の場面での活用への挑戦も始

まりつつあります。

 今後３年間程度の間に，全ての学校・教室において，導入期・活用期の実践が着実

に行われるよう足場を固めて，発展期の実践への挑戦を広げていきます。 14



A 一斉学習

画像の拡大提示や書
き込み，音声，動画
などの活用

A1 教員による教材の
提示

導入期 導入期

15

いま
ここ

遠賀町立浅木小学校
大任町立今任小学校

ICTの効果的な活用とは？

１．限られた学習時間を効率的に運用する
⇒ 従来ツールより実践しやすい
⇒ どの学級でも日常的な活用が図られる

２．資質・能力の育成により効果的な場合
⇒ 従来の一⻫授業と異なる形態（個別・協働）で実施
⇒ 単元の中で意図的・重点的に位置づけている

各教科等の年間指導計画に位置づけて，継続化を図る。

B 個別学習

一人一人の習熟の
程度等に応じた学習

B1 個に応じる学習

C 協働学習

グループや学級全体
での発表・話合い

C1 発表や話合い

活用期 活用期

16

大刀洗町立菊池小学校 遠賀町立島門小学校



ICTの効果的な活用とは？

１．限られた学習時間を効率的に運用する
⇒ 従来ツールより実践しやすい
⇒ どの学級でも日常的な活用が図られる

２．資質・能力の育成により効果的な場合
⇒ 従来の一⻫授業と異なる形態（個別・協働）で実施
⇒ 単元の中で意図的・重点的に位置づけている

各教科等の年間指導計画に位置づけて，継続化を図る。

B 個別学習

インターネットを用いた
情報収集，写真や
動画等による記録

C 協働学習

複数の意見・考えを
議論して整理

B2 調査活動 C2 協働での意見整理

行橋市立仲津中学校

活用期 活用期

17

那珂川市立安徳北小学校

ＩＣＴ活用の特性・強みを
生かすことで，
今まではできなかった
学習活動の実施が可能に。

発展期 発展期

18

那珂川市立那珂川中学校



【補足：ＩＣＴ活用に対する懐疑的意見について】
 ＩＣＴを活用した学校教育活動に対しては，「ＩＣＴを活用することが目的化して

いないか」，「教科の見方・考え方と関連づけられているか」，「深い理解や知識の

定着につながっているか」などといった懐疑的な意見もあります。そして，現時点に

おけるＩＣＴを活用した実践の一部には，必ずしも教育効果が高くないと思われるも

のが存在することも事実です。

 ＩＣＴ活用の推進により教育や指導の在り方自体を見直す「学びのＤＸ」を目指す

ことは，将来的な目標として重要なことです。しかし，「日本型の学校教育」として

高く評価されてきた，これまでの教育実践の蓄積を軽視したり，学習指導の基本を否

定したりすることは，本県の目指す「新しい教育」の姿ではありません。

 導入期である現時点においては，まずは，これまでの教育実践において大切にして

きた効果の高い授業づくりの視点を基盤としつつ，それらを更に充実させるために，

ＩＣＴ活用の特性・強みを生かしていくことが基本となります。

 一方，導入期だからこそ，時には挑戦的にＩＣＴ活用の試行錯誤に取り組み，新し

い授業構想の糧となる活用方法やスキルを蓄積していくことも大切です。

 これまでの教育実践を基盤とした堅実なＩＣＴ活用による授業と，これまでには無

い挑戦的なＩＣＴ活用による授業とを，授業者が明確に自覚した上で，意図的に組み

合わせて実践していくことで，本県の目指す「新しい教育」の姿として目指すべき授

業へと近づいていけるものと考えられます。

19

「これから目指すべき授業像」
「新しい教育」として目指す姿。
このような実践を普及していく。

「これまで目指していた授業像」
指導力の基盤となるものであり，

日本型学校教育の財産。

「挑戦的なＩＣＴ活用による授業」
必ずしも教育効果が高くないものも。
一方，試行錯誤は新しい授業構想の糧。

「教育効果の高い授業」とは？
⇒現時点においては「授業チェックリスト」の各項目に適合するような授業を想定する。
ただし，将来的には「学びのＤＸ」により，その在り方の再定義が必要になると見込まれる。

教育効果の
高い授業

教育効果の
低い授業

ＩＣＴ活用
これまでの
教育実践

過去
（ＧＩＧＡスクール構想以前）

未来
（今後３年間程度の間）

これまでの教育実践とＩＣＴ活用との適切に組み合わせた「新しい教育」

20

ＩＣＴは活用せずとも・・・

めあて・まとめ・振り返りのある授業
基本的な学習過程が統一された授業
構造化された板書・ノート指導による授業
思考を促す発問のある授業

ＩＣＴは挑戦的に活用しているものの・・・

ＩＣＴの活用が目的化している授業
教科の見方・考え方と関連づけられていない授業
深い理解や知識の定着につながらない授業

ＩＣＴを堅実に活用することにより・・・

学習意欲を喚起して，
効率的・効果的に学習内容を定着する授業

個別・協働学習を，
意図的・重点的に位置づけている授業

 課題のある授業

現在
（ＧＩＧＡスクール元年）

ＩCT活用の
特性・強み

授業
改善

授業
改善

ＩCT活用の
特性・強み



【現状と課題】
 本県においては，学校教育ＩＣＴ化を迅速かつ円滑に推進するため，県教育庁内の

整備担当部署・指導担当部署・教育センター等で構成する，『福岡県教育委員会ＩＣ

Ｔ化推進本部』を設置しました。（令和２年１２月設置）

 この推進本部の下に，ＩＣＴ活用を着実に推進するための実働組織として，ＩＣＴ

活用推進を専任で担当する指導主事等で構成する『学校教育ＩＣＴ活用推進班』を設

置しました。（令和３年４月設置）

 活用推進班においては，ICT活用に知見を有する指導主事を重点的に配置したこと

で，スキルや役割に応じた複層的な教員研修や，ICT活用に関する先進的な取組の情

報収集・発信等を実施してきました。

 各市町村においても，ＩＣＴ活用推進委員会を設置したりＩＣＴ活用推進員を配置したりす

るほか，国の財政措置によるＩＣＴ活用教育アドバイザー・ＧＩＧＡスクールサポーター・Ｉ

ＣＴ支援員等を活用している事例もあります。

【今後の対応方針】
 本県における推進体制を継続し，市町村間・学校間での進捗状況や活用水準の差異の改善に

努めます。また，支援内容について，ＩＣＴ機器の導入や活用の立ち上げに関するものから，

ＧＩＧＡスクール構想の趣旨である授業改善や資質・能力の育成等に関するものとなるよう，

一層の充実を図っていきます。

４ 推進体制の整備・支援人材の活用

21

市町村
教育委員会
（小中学校）

義務教育課 主任指導主事
専任指導主事

教育センター
教科教育班 指導主事

学校教育ＩＣＴ活用推進班

本県公立学校教育のＩＣＴ化を迅速かつ円滑に推進するため，本方針に基づく施策・取組の推進・調
整・フォローアップ等の取組を行う。（令和２年１２月設置）
（構成） ○本部長 副教育長 ○副本部長 教育総務部長，教育振興部長

○本部員 総務企画課長，施設課長，高校教育課長，義務教育課長，特別支援教育課長，
人権・同和教育課長，福岡県教育センター担当部長

（必要に応じて上記以外の関係課・外部の有識者から意見を聴取）

福岡県教育委員会学校ＩＣＴ化推進本部

学校教育ＩＣＴ活用推進班

本県の学校教育におけるＩＣＴ活用を着実に推進するため，庁内関係所属の連携の緊密化及び市町村教
育委員会への指導助言の充実を図る。（令和３年４月設置）
（構成） 義務教育課，高校教育課，特別支援教育課，人権・同和教育課，

各教育事務所，教育センターの各担当指導主事

福岡県教育委員会学校ＩＣＴ化推進本部

教育事務所 指導主事

高校教育課 指導主事

特別支援教育課 指導主事 人権・同和教育課 指導主事

指導助言
支援

福岡県教育委員会における学校教育ICT活用推進体制

22



義務教育課

課長

主任指導主事（班長）

専任指導主事（副班長） 専任指導主事

専任指導主事

専任指導主事

指導主事（福岡）

指導主事（京築）

指導主事（筑豊）

指導主事（南筑後）

指導主事（北筑後）

指導主事（北九州）

学校教育ＩＣＴ活用推進班

人権・同和教育課

特別支援教育課

高校教育課

各教育事務所

教育センター
教科教育班

指導主事（学力向上対策班）

指導主事（教員研修班）

指導主事（研究推進班）

指導主事（教育相談室）

主幹指導主事

指導主事

情報教育班

指導主事

福岡県教育委員会 学校教育ＩＣＴ活用推進班の組織図

指導主事

指導主事

指導主事
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連携

学校教育ＩＣＴ活用推進班の主な活動実績

・教員のＩＣＴ活用指導力を高めるためのス
キルや役割に応じた研修の実施

・個別最適化モデルや遠隔授業モデルなどの
効果的な授業モデルの研究開発への助言

・ＩＣＴ活用の先進的取組に関する実践事例
の収集・発信

・「どこでもセミナー」「派遣コンサルタン
ト」による市町村や学校への支援

・ＩＣＴ活用に関する政策動向や全国的な先
進事例についての情報収集

・各種教員研修のオンライン化・オンデマン
ド化の推進

・授業で活用できる動画教材やオンライン教
材の制作・蓄積

・長期派遣研修における研修・研究を通じた
人材育成

等

学校教育ＩＣＴ化推進班
令和3年度任命式の様子

24



【現状と課題】
 令和3年度までに，全ての小・中学校において，１人１台端末や通信ネットワーク

環境等のＧＩＧＡスクール構想に基づくＩＣＴ環境が整備されました。

 ただし，通信ネットワーク環境については，端末の活用が本格化する中で，端末を

一斉に使用した際等に通信速度の低下がみられる場合があります。

 情報セキュリティについては，令和３年度当初の時点では，４割程度の市町村では

情報セキュリティポリシーが未策定であるとの課題がみられました。

 県教育庁においては，本庁と各教育事務所との間の資料・データ等のやり取りにクラウド

サービスの活用を開始しました。公開授業の動画等の大容量ファイルの授受や各種調査の集計

作業が格段に容易になり業務改善につながりました。

【今後の対応方針】
 国においては，令和３年５月に『セキュリティポリシーガイドライン』を改訂して

おり，令和３年度内に端末の利活用の促進に向けたガイドライン等を策定予定です。

これらを踏まえて，ICT環境を改善するとともに，情報セキュリティポリシーの策

定・改訂を進めることが必要です。

 また，各市町村に対して，ＩＣＴ環境の状況や情報セキュリティポリシーの策定状

況について定期的に確認し，必要に応じて指導助言を行います。

５ ＩＣＴ機器・通信環境等の整備，情報セキュリティの対応
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クラウドサービス（管理はお任せ）

Gmail Meet

ドキュメント

スプレッドシート

スライド

INTERNET（通信網）

INTERNET（通信網）

サーバー（コンピュータの一種）

Web Site（ホームページ）

オンプレミス（管理は自分で）

○PCを購入
○アプリを買って，InstallとUpdate
○データはPCに保存，PC買い換えたら移動
○記憶容量の確保やウイルス対策は自己管理
○データのやり取りはメール添付
○データの公開はWeb Siteで

○デバイスを購入（PC，タブレットPC，スマホ）
☆アカウントがあれば，全ての機能が使用可能
☆メンテナンスフリー

World Wide Web（情報を公開する仕組み）

26



義務教育課と各教育事務所で，クラウドサービスの利用を開始します！

文書作成，プレゼン，表計算ソフト
協働編集可・オフィスと互換

メールサービス

ファイルを安全に保存して，
アクセス，共有

情報収集
（アンケート調査）

ホームページ作成・公開

チームで業務管理 ビデオ通話・会議

予定やイベント情報を
整理・共有

業務管理 情報作成・更新・共有 情報収集・発信

まずは，こういう機能を使っていきましょう
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このような手順で進めます

義務教育課 各教育事務所

登録者名簿の作成を依頼
登録者名簿を作成

（氏名と行コミュメールアドレスの＠より前）
例：福岡 太郎／fukuoka-t1234

登録者のアカウントとパスワードを作成
例:fukuoka-t1234@fku-giga.ed.jp

○ アカウントを所属別にグループ分け
○ 主幹，主任と担当者に権限を付与
〇 運用指針を作成
〇 セキュリティポリシーを策定

○ 各個人でログイン
○ パスワードを更新

依頼

回答

通知

運用

通知

個人情報・機密情報の取扱いは不可／当面は義務教育課と各教育事務所の間のみ 28



【現状と課題】
 令和3年度は，ＩＣＴ活用に苦手意識のある教員，各学校の中核や各市町村のリー

ダーとなる教員，学校ＣＩＯたる管理職等に対して，スキルや役割に応じた複層的な

研修を実施しました。

 その結果，管理職のリーダーシップと学校情報化のビジョン，情報化担当教員の配

置，情報化推進組織・校務分掌の整備，校内研修の実施等が着実に進捗しており，Ｉ

ＣＴ活用推進のための基盤づくりが進みました。

 一方で，市町村・学校によっては，ＩＣＴ機器の導入や活用の立ち上げの段階で足

踏みしており，ＧＩＧＡスクール構想の趣旨の実現に向けた取組や，教材研究・校内

研修等が十分でない場合もあるという課題も見えてきました。

 その他，市町村・学校によってＩＣＴ活用の進捗状況や水準に差異があること，導

入している機器・ＯＳ・学習支援ソフト等に違いがあること，課題意識を持っている

テーマが異なることなどから，研修で取り扱う内容・水準へのニーズが多様化してい

ると考えられます。

 ＩＣＴ活用指導力向上のための教員研修を含む，教員研修全般について，オンライ

ン化・オンデマンド化への対応が大幅に進捗し，研修内容や社会の状況等に応じて，

対面・集合方式だけではない様々な方式を臨機応変に選択できるようになりました。

このことは，緊急時の業務の継続への貢献だけではなく，主催者・参加者双方の負担

軽減や働き方改革にもつながっています。

６ ＩＣＴ活用指導力向上のための教員研修

29

【今後の対応方針】
 今後も，スキルや役割に応じた複層的な研修を継続して，ＩＣＴ活用推進のための

基盤づくりを着実に進めるともに，ＧＩＧＡスクール構想やＩＣＴ活用についての最

新動向や配慮事項等についての周知徹底を図っていきます。

 研修の内容としては，ＩＣＴ機器の導入や活用の立ち上げに関するものから，ＧＩ

ＧＡスクール構想の趣旨の実現につながるものとなるよう，ＩＣＴを効果的・効率的

に活用した模擬授業や実践的な校内研修の持ち方についての協議を実施するなど，一

層の充実を図っていきます。

 また，主催者側が対象者を指定する形態の研修に加えて，受講者側である教員自ら

が関心事項や課題意識に応じて，選択的に受講できる形態の研修を，県教育センター

の「キャリアアップ講座」として開催していきます。

 そのほか，若年教員研修などの基本研修において，ＩＣＴを活用した授業づくりに

ついての内容を設定し，若年層を中心とした教員が，スキルや使用方法だけではない

教育効果の高いＩＣＴ活用を身に付けられるような支援を充実させるほか，各地区の

教科指導の中核となるコア・ティーチャーの実践的指導力向上の取組の中でも，積極

的なＩＣＴの活用を推奨していきます。

 加えて，ＩＣＴを活用した授業づくり等に関する研修を実施する市町村・学校の求

めに応じて，県の「学校教育ＩＣＴ活用推進班」から，研修講師を派遣する等の支援

体制を継続していきます。
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令和３年度の主な研修実績

○ICT活用基礎研修
・研修回数：延べ12回
・研修形態：集合研修
・研修内容：講義・演習
「ICTを活用した授業づくり」
「情報モラル，情報セキュリティ等の指導」他

○ICT活用中核教員対象研修
・研修回数：延べ58回
・研修形態：オンデマンド研修＋集合研修
・研修内容：説明，講義・演習
「ICT活用中核教員の役割」
「学習支援ソフトを活用した授業づくり」他

○ICT支援リーダー研修
・研修回数：1回
・研修形態：集合研修
・研修内容：講義・演習
「ＩＣＴ支援リーダーの役割」
「校内及び地域内を結ぶオンライン化」他

○ICT活用管理職対象研修
・研修回数：1回
・研修形態：オンデマンド研修
・研修内容：説明
「学校教育のICT化推進に係る管理職の役割 」

令和3年度の研修の様子

＜ＩＣＴ活用中核教員対象研修＞

＜ＩＣＴ支援リーダー研修＞
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ＩＣＴ活用中核教員対象研修
（各学校の中核教員を対象に，校内研修の実施や
ICTを活用した授業づくりに関する研修を実施。）

ＩＣＴ活用管理職対象研修
（管理職を対象に，校内での活用方針の策定や
校内体制の整備などに関する研修を実施。）

ＩＣＴ活用基礎研修
（ICTの基礎的な活用の習得を希望する教員を対象に，
授業づくりに おけるICT活用や児童生徒への
ICT活用の指導に関する研修を実施。）

担当者

学校長

中核教員

支援リーダー

ＩＣＴ環境や教育課題に応じ，
拠点校の指定，域内研修の実施

支援リーダーや中核教員に
よる校内研修の実施

教員 教員 教員 教員

教員 教員

ＩＣＴ支援リーダー研修
（各市町村での中心的な役割を担う教員及び
市町村教育委員会担当者を対象に，ICT化推進に係る環境
整備や活用推進を企画・実施するための研修を実施。）

市町村教育委員会

各学校

県教育委員会

各基本研修
（ICTを活用した授業づくりの内容を設定し，若年層
を中心に支援を実施。）

教育事務所及び
県教育センター
を通じて開催を支援

ＩＣＴ活用指導力向上のための教員研修の体系
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県教育センター

キャリアアップ講座
（教員自らが関心事項や課題
意識に応じて，選択的に受講
できる形態の研修を実施。）

スキルや役割に応じた
複層的な研修

教員の関心や課題に応じた
選択的な研修



【現状と課題】
 各学校においてＩＣＴ活用推進の基盤づくりが進捗し，いよいよＧＩＧＡスクール

構想の趣旨とも言える，個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に取り組む段

階を迎え，実践的なＩＣＴ活用モデルが求められています。

 県の重点課題研究指定・委嘱事業では，「学びの個別最適化を実現する教育活動（令

和２・３・４年度）」と「確かな学力を育む一人一台端末の効果的活用（令和３・４・５年度）」の課

題を設定し，６市町村において実践的研究を推進しています。

 その報告会においては，『３ 「新しい教育」の実現に向けたステップ』で言及し

たようにＩＣＴ活用の着実な進捗が見られましたが，教科指導でのＩＣＴ活用の特

性・強みの生かし方，主体的・対話的で深い学びに向けた授業改善，情報活用能力等

を育成するための学習活動やカリキュラム・マネジメント，スタディ・ログ（学習履

歴）による教員の観察力・分析力・見取りの補強等については、引き続き研究する必

要があるという課題が見えてきました。

【今後の対応方針】
 今後も，重点課題研究指定・委嘱事業における実践的研究への支援を継続し， Ｉ

ＣＴ活用の特性・強みを生かした効果的・効率的な指導方法，授業モデル，カリキュ

ラム・マネジメント等について，３年間の研究指定の終了を待たず，途中経過や試行

錯誤の経緯を含めて随時，情報提供していきます。

７ 個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実

33

学習指導要領の内容

確かな学力（の育成）
（「知識・技能」「思考力・判断力・表現力等」「学びに向かう力，人間性等」）

各教科等の解説に示されている「指導事項」「ねらい」「子供の実態」「指導例」等
を基に一人一台端末の効果的な活用について究明する

一人一台端末の効果的な活用
＜視点１：児童生徒の学習意欲を高め，確かな学力を育む各教科等における効果的な活用＞
○ 単元や一単位時間における端末の効果的な活用事例の作成（各教科等）
○ EdTech推進モデルの開発（各教科等）
ア 「スタディ・ログを使った個別最適化学習モデル」
・ＩＣＴ活用を活用した学習状況の把握
・習熟度に応じたドリル教材の活用等

イ 「遠隔授業モデル」
・ 合同授業型，教師支援型，個別支援型 ※いずれか一つを選択

○ 小中９年間を通した一人一台端末の効果的な活用計画の作成

＜視点２：児童生徒のＩＣＴ活用能力の育成＞
○ 基礎的な操作（タイピングやマウス操作等）技能の向上に向けた実践
○ 情報モラルや情報セキュリティに関する理解等を図る実践

＜視点３：全教職員のＩＣＴ活用能力の向上＞
○ 全教職員がＩＣＴ活用を効果的に進めるための研修等の実施

＜視点４：効果的活用を図るための推進体制＞
○ 一人一台端末の効果的な活用を促進するための教育委員会や学校等の組織体制の確立

個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に関する重点課題研究
学びの個別最適化を
実現する教育活動
（令和２・３・４年度）

教育
事務所

研究指定
地域

研究指定校

北筑後 東峰村
東峰小学校

東峰中学校

南筑後 筑後市 松原小学校

教育
事務所

研究指定
地域

研究指定校

福岡 那珂川市
安徳北小学校

那珂川中学校

北九州 遠賀町

島門小学校

浅木小学校

広渡小学校

筑豊 大任町

大任小学校

今任小学校

大任中学校

京築 行橋市
行橋南小学校

仲津中学校

確かな学力を育む
一人一台端末の効果的活用

（令和３・４・５年度）
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８ 特別支援教育におけるＩＣＴ活用

【現状と課題】
 障がいのある児童生徒の障がいの状態や特性，それに伴う「学びにくさ」は多様か

つ個人差が大きく，障がいのない児童生徒以上に，「個別最適化した学び」つまり

「特別な支援」が必要となります。

 身体の障がいによる学習上の困難さに対しては，障がいの特性に応じた ＩＣＴ機

器や補助具の活用が必要であり，知的障がいや発達障がいによる「学びにくさ」やコ

ミュニケーションの困難さに対しては，理解や意思表示を支援するためのＩＣＴ機器

の活用が必要です。

 特別な支援を必要とする児童生徒に対する，きめ細かな支援，更には高度な学びの

機会の提供等に向けては，ＩＣＴ活用の特性・強みを最大限に活用していくことが重

要です。

 その上で，特別支援教育におけるＩＣＴ活用では，ＩＣＴを活用する目的を明確に

するため， ２つの視点が重要となります。

 また，各教科の指導計画の作成に当たっては，ＩＣＴの活用に配慮して，指導方法

の工夫を行うことや，指導効果を高めることが重要です。
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【視点１】
教科指導の効果を高めたり，情報活用能力の育成を
図ったりするために，ＩＣＴを活用する視点

＊教科等又は教科等横断的な視点に立った資質・能力であり，
障がいの有無や学校種を超えた共通の視点。

＊各教科等の授業において，他の児童生徒と同様に実施。

【視点２】
障がいによる学習上又は生活上の困難さを改善・克服するために，
ＩＣＴを活用する視点

＊自立活動の視点であり，特別な支援が必要な児童生徒に特化した視点。

＊各教科及び自立活動の授業において，個々の実態等に応じて実施。

特別支援教育におけるＩＣＴ活用の目的を明確化する２つの視点
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障がいの特性に応じたＩＣＴ機器や補助具の活用

37

【今後の対応方針】
 児童生徒の障がいの特性に応じたＩＣＴを効果的に活用する授業・指導方法の改善

を推進します。

 障がいの状態等に応じたＩＣＴを効果的に活用する授業の在り方について研究を継

続し，研究成果の共有を図ります。

 特別支援学校におけるＩＣＴを活用した授業の好事例を収集・提供して，ＩＣＴを

活用・推進する人材の育成を図ります。

 訪問教育対象の児童生徒及び医療的ケア等により毎日の登校が困難な児童生徒に対

して，ＩＣＴを活用したオンライン学習による学習機会の拡充を図ります。
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９ 生徒指導・教育相談におけるＩＣＴ活用

【現状と課題】
 「いじめはどの子供，どの学校でも起こり得る」との認識の下，初期段階のものも
含めた積極的な認知が進みつつありますが，本県における児童生徒１千人当たりの認
知件数は，引き続き，全国平均を下回っています。

 本県における児童生徒１千人当たりの不登校児童生徒数は，全国平均を上回るペー
スで増加しています。また，その要因・背景も多様化・複雑化しており，学校内外で
の相談・指導等を受けていない児童生徒も多数存在します。

 問題行動等の未然防止や早期解決のためには，客観的な実態把握に基づき，専門ス
タッフを含めた教職員での情報共有や共通理解を図ることで，組織的に対応していく
ことが必要です。

【今後の対応方針】
 生徒指導・教育相談において，対面での面談や紙でのアンケート等が重要であるこ
とは論を俟たないことですが，ＩＣＴを活用することにより，実態把握の頻度を高め
ることができ，情報の共有や詳細な分析も容易になります。

 問題行動等の未然防止の取組として，ＦＦ調査を活用した効率的・効果的かつ組織
的な教育相談体制の構築を推進していきます。

 また，『福岡県不登校児童生徒支援グランドデザイン』で示した，不登校児童生徒
に対するＩＣＴを活用した個別支援の充実として，EdTech推進モデルの開発を進め，
その成果を周知していきます。 39 

『福岡県不登校児童生徒支援
グランドデザイン』

EdTech推進モデルの開発
による個別支援の充実

実情を把握するためのＦＦ調査
（ファクトファインディング調査）

ＩＣＴを活用した生徒指導・教育相談の充実

教育支援センターや校内適応
指導教室で学習する児童生徒に，
学校の授業を配信したり，自宅
で学習する児童生徒に，学校や
教育支援センター等の教職員が
オンラインで支援したりする体
制の充実を推進します。
また，不登校児童生徒に対す

る支援の充実を含めた重点課題
研究として，EdTech推進モデル
の開発を進める事業を行います。

40 



１０ ＩＣＴ活用ならではの学習活動の充実

【現状と課題】
 『２ ＩＣＴ活用による「新しい教育」の姿』で言及したように，ＧＩＧＡスクー

ル構想によるＩＣＴ環境やＩＣＴ活用の特性・強みを生かすことは，新学習指導要領

の趣旨を実現するための「道具立て」となるものです。ＩＣＴ活用により，これまで

の教育実践をより効率的・効果的に実施することに加えて，今まではできなかった学

習活動の実施が可能になります。

 その一つがプログラミング教育です。本県では 「情報活用能力向上事業」として，

プログラミング教育モデルカリキュラム協力校において，プログラミング教育の実践

研究と研究成果の取りまとめを行ってきましたが，学校全体としての教育目標や年間

指導計画の中に位置付けて体系的に実施する取組が十分ではない，総合的な学習の時

間等特定の教科等での実践に限られているなどの課題が見えてきました。

 遠隔教育（オンライン学習）もＩＣＴ活用ならではの学習活動であり，これにより

コロナ禍での「学びの保障」を図ることが，ＧＩＧＡスクール構想の加速化の主たる

目的となっていました。臨時休業等の際に，１人１台端末を持ち帰り，「オンライン

朝の会」を実施したり，学習課題を課したりといった取組は多くの市町村・学校で実

践されています。

 現時点においては，取組の内容・水準は様々であり，対面での指導を直ちに代替で

きるものではありませんが，非常時においても，学校と児童生徒との関係や生活・学

習の習慣を維持する上で重要な役割を果たしています。 41 

 オンライン活用の意義は，非常時の「学びの保障」に留まるものではなく，従来の

教室での指導（時間・場所・教材等が限られた学び）を，時間・場所・教材等に制約さ

れない個別最適な学びや協働的な学びへと拡張できる可能性を持っています。

 同時双方向型の授業，オンデマンド動画，デジタル教材等をハイブリッドに活用す

ることで，児童生徒に寄り添う質の高い教育を行うとともに，各学校が地域における

強みや国内外の社会的・文化的な教育資源を十分に活用した教育を行うことが期待さ

れています。

 また，不登校児童生徒や病気療養児等の学校で学びたくても学べない児童生徒が，

オンライン学習を実施した場合には，一定の要件の下で出席扱いとし学習の成果を評

価に反映することが可能となっています。

 各教科等の学びを基盤としつつ，様々な情報を活用しながらそれを統合し，課題の

発見・解決や社会的な価値の創造に結びつけていく資質・能力の育成が求められてお

り，課題の設定，情報の収集，整理・分析，まとめ・表現といった「探究的な学習の

過程」におけるＩＣＴ活用も期待されています。

 ＳＴＥＡＭ教育※１，ＰＢＬ教育※２等の充実は，授業の主体を教師から子供へと転換するも

の，新学習指導要領の掲げる「社会に開かれた教育課程」の理念を実現するものであり，ＩＣ

Ｔ活用の発展期の実践として重要な取組となります。

※１STEM（Science, Technology, Engineering, Mathematics）に加え，芸術，文化，生活，経済，法律，政治，倫理等を含めた広い範囲でA（Art）を定義し，各教科
等での学習を実社会での問題発見・解決に生かしていくための教科等横断的な学習。

※２Problem Based Leaning又はProject Based Learningの略。伝統的な教授学習では知識の習得を積み上げて，知識を活用するための問題によって評価を行うが，
PBLでは，問題の提示から学習が始まり，解決する過程で学習を重ね，知識を活用して問題を解決できたかで評価される。 42 



43 
「教育現場におけるオンライン教育の活用」に関する

取りまとめについて（文部科学省）より。

【今後の対応方針】
 令和１・２・３年度の「情報活用能力向上事業」の成果として，『福岡県プログラ

ミング教育授業コンテンツ』を公開するとともに，県教育センター等でのプログラミ

ング教育に関する研修の実施や，校内研修への講師派遣等を継続し，各市町村・各学

校でのプログラミング教育の充実を支援します。

 さらに，「情報活用能力向上事業」を拡充し，プログラミング教育に加えて，基本

的な操作や問題解決・探究における情報活用を習得するための学習活動や，情報活用

能力の育成のための体系的なカリキュラムマネジメントについて，研究指定校におい

て実践的研究を行っていきます。

 遠隔教育（オンライン学習）の充実に向けて，重点課題研究指定委嘱事業における

実践的研究への支援を継続し，➀学校におけるオンラインを活用した個別最適な学び

等の支援，②多様な学習コンテンツ，③外部人材の活用等について，３年間の研究指

定の終了を待たず，途中経過や試行錯誤の経緯を含めて随時，情報提供していきます。

 児童生徒の情報活用能力を着実に育成することは，各教科等における主体的・対話

的で深い学びへとつながるものであると同時に，ＳＴＥＡＭ教育やＰＢＬ教育等の活

動を効果的に実践する上での基礎・準備にもなるものとの認識を持ちつつ，市町村・

学校に対して発展的な実践への挑戦を支援し、促すための情報提供を行っていきます。

 なお，技術革新やEdTechが目覚ましく進展する中では，ＩＣＴや先端技術の活用

について知見を持っている民間企業等と連携することが有効です。
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福岡県教育委員会の取組として，令和３年度は各学校で作成する際の参考となる
よう，全体計画例及び年間計画例を協力校での実践を基に作成しました。
※下表から各協力校の全体計画例，年間指導計画例がダウンロードできます。

協力校 全体計画例 年間指導計画例

NK小学校 小中全体計画

※小・中の系統性を踏
まえた計画です。

NK年間指導計画例

NN中学校 NN年間指導計画例

OY小学校 OY全体計画 OY年間指導計画例

UT小学校 UT全体計画 UT年間指導計画例

YF小学校 YF全体計画 YF年間指導計画例

KK小学校 KK全体計画 KK年間指導計画例

KS小学校 KS全体計画 KS年間指導計画例

協力校の「プログラミング教育授業コンテンツ（学習プリント，動画等）」は，「義務教育
課各種資料のページ」で公開中です。

クリックすると右の
ページが開きます。

このページで，今回協力校に作成し提
出していただく全体計画，年間指導計
画を公開します。

さらにここからリンク先に進
んでいただくことで， 「義務

教育課各種資料のページ」
が開きます。

「福岡県プログラミング教育授業コンテンツ」のイメージ

2022年3月〇日更新

2022年3月〇日更新
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クリックすると右上の
ページが開きます。
ここから先のページにはパ
スワードを設定し限定公開
とします。

前のページのこの部分をクリックすると下の
ページが開きます。

KS小学校プログラミング教育授業コンテンツ（A分類）
①授業動画（プログラミング教材：〇〇〇〇〇〇〇〇〇）

②学習プリント等
・授業で活用できる学習プリントはこちらをクリック

動画については，「導入場面」「児童生徒
がプログラミングを行っている場面（手元
のみ）」「終末場面」を１０分程度に編集し，
公開します。

学習プリント等については，授業で使用
し，電子データでご提供いただけるもの
について公開します。

第２学年 生活科
「うごくロボットであそぼう」

NK小学校

第１学年 音楽科
「自分のイメージを音楽
で表現してみよう」

NN中学校

第５学年 算数科
「円と正多角形」

（プログル算数を使った授業）

OY小学校

第２学年 音楽科
「お祭りの音楽を楽しもう」

UT小学校

第１学年 学級活動
「友達となかよく活動しよう」

YF小学校

第６学年 理科
「電気と私たちのくらし」
（プログル理科を使った授業）

KK小学校

第５学年 算数科
「円と正多角形」

（プログル算数を使った授業）

KS小学校

福岡県プログラミング教育「授業コンテンツ」

それぞれをクリックすることで，下の各
協力校の授業コンテンツのページに
進むことができます。

〇小学校Ｂ分類

〇小学校Ａ分類

〇中学校
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県内各地域・学校への周知・広報

研究指定地域への委託による実践的な研究

大学・企業・ＮＰＯ法人等との連携・協力

○協力校の研究成果の，管内各市町村，学校への情報提供
○実践事例（授業コンテンツ等）のＨＰ等による公表

○情報活用能力を育成する全体計画及び年間指導計画の作成
・各教科等で育成をめざす資質・能力と情報活用能力との関係，各教科等の学習内容と情報活用能力
育成のための学習内容との関係の整理と全体計画の作成
・情報活用能力の育成に必要な各教科等の指導内容を教科横断的に配列した年間指導計画の作成

○協力校で作成したカリキュラムに基づく授業実践
・実践の整理と実践事例の作成（学習指導案，学習プリント等，授業動画）

○授業実践の評価と改善
・全体計画及び年間指導計画に基づいた授業実践の評価と改善及び指導内容の配列の見直し

小・中学校９年間で組織的・系統的に取り組むカリキュラム・マネジメントに基づいた
情報活用能力の育成

福岡県情報活用能力向上推進協議会

推進協議会の委員による研究指定地域の実践等への指導・助言

【小中学校情報活用能力の育成を推進する施策の概要（市町村立学校）】
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令和元年度～３年度

モデルカリキュラム実践・作成 協力校

小学校６校
中学校１校

令和４年度

これまでの協力校の実践等の成果を踏まえ，令和４年度からは研究協力校を段階的に増やし
ながら，情報活用能力育成のための実践的な研究を進めていきます。

これらを通して，プログラミング教育を含めた，情報活用能力を向上させていくための更なる取
組を，各地域に徐々に広げていきます。

令和５年度 令和６年度

令和４年度指定
研究協力校 ４校

令和５年度指定
研究協力校 ２校

令和６年度指定
研究協力校 ２校

令和７年度

・・・

・・・
・プログラミング教育全体計画
・プログラミング教育年間指導計画
・プログラミング教育授業コンテンツ

の作成と公開

・情報活用能力育成に係る授業実践
・全体計画，年間指導計画の作成
・情報活用能力向上に係る授業コンテンツの作成



１１ 情報モラル教育・ネットリテラシーの育成
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【現状と課題】
 情報化社会の進展の中で，児童生徒には，情報技術の利用に関する適切で，責任あ

る行動規範を育成していくことが求められています。

 この育成にあたっては，情報を活用する実践力や情報の科学的な理解を深めること

と同時に，情報社会に参画する態度，つまり，児童生徒が社会生活の中で，情報や情

報技術が果たしている役割や及ぼしている影響を理解し，情報モラルの必要性や情報

に対する個人が果たす役割や責任等について考え，望ましい情報社会の創造に参画し

ようとする態度を養うことが必要とされています。

 学校教育のICT化により，学校でも情報を活用することが増えるとともに、社会的

にもICT化が進む中で携帯電話・スマートフォンやSNSが子供たちにも急速に普及し，

児童生徒がインターネット上の差別的な表現や差別を助長する誤った情報に触れる機

会が増加しています。このことに伴うトラブルや犯罪被害も生じているという状況の

もと，情報モラルを身に付けさせることや様々な情報の真偽を主体的に判断し，適切

に行動するための基本となる知的理解と人権感覚を培うことが一層重要となっていま

す。

 教職員は，児童生徒が差別的な表現や差別を助長する誤った情報に触れた時に適切

な指導や対応を行う必要があることや，教職員による不適切なSNS利用や個人情報の

漏洩などの事案も生じていることから，教職員自身がインターネットに関する人権問

題への理解を深めたり，情報モラルを高めたりするための研修が必要です。

【今後の対応方針】
 基本研修や道徳教育研究協議会等における，情報モラル教育に関する研修・研究内

容の充実を図り，全ての教職員が自身の情報モラルを高めつつ，インターネット上の

誤った情報や偏った情報に関する問題や情報化の進展が社会にもたらす影響について

認識し，児童生徒に対して適切に指導できるようになることを目指します。

 県教育委員会においては，「情報モラルに関する指導の充実」に係る重点課題研究

指定委嘱事業を実施し，児童生徒の情報モラルの育成のために，道徳科，学級活動，

総合的な学習の時間等の特質に応じた情報モラルの指導に関する実践的な研究を通し

て，情報モラルの効果的な指導方法を究明し，その研究成果を各市町村へ発信します。

 また，各市町村教育委員会に情報モラル教育に係る方針を策定するように促すとと

もに，各学校において，「特別の教科 道徳」や特別活動等を通じて，人権教育の視点

を踏まえた情報モラル教育を実施し，児童生徒の人権感覚に裏打ちされた情報活用能

力の育成がなされるよう取り組んでまいります。

 「保護者と学ぶ規範意識育成事業」の実施や学校で活用できる教材等に関する情報

提供を通じて，各市町村・学校の情報モラル教育の支援を行います。

 これにより，情報モラル教育への保護者の理解を図るほか，家庭におけるＩＣＴ活

用の際の留意について保護者へ協力を呼びかけます。
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１２ ＩＣＴの活用に当たっての児童生徒の健康への配慮等

【現状と課題】
 ＩＣＴを活用するための学習環境が整備され，各学校や家庭において児童生徒がＩ

ＣＴを活用する機会が以前に増して多くなり，それに伴う児童生徒の健康への影響が

懸念されるようになりました。

 今後，更にＩＣＴの活用が推進されていく中では，児童生徒の目の疲労や姿勢の悪

化，長時間使用による「ネット依存」等の様々な影響について，十分に留意する必要

があります。

【今後の対応方針】
 ＩＣＴの活用に当たっての児童生徒の健康への配慮については，『児童生徒の健康

に留意してICTを活用するためのガイドブック』，『ＩＣＴの活用に当たっての児童

生徒の目の健康などに関する配慮事項』等の，文部科学省から出されているガイドラ

インや通知等を周知するとともに，その内容に従って各市町村や学校に指導・助言を

行っていきます。
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利用時の目と画面との距離・定期的な休憩・明るさの調整等
 端末を使用する際に良い姿勢を保ち，机と椅子の高さを正しく合わせて，目と端末の画面との距離を30cm 以
上離すようにすること（目と画面の距離は長ければ長い方がよい）。

 長時間にわたって継続して画面を見ないよう，30 分に１回は，20 秒以上，画面から目を離して，遠くを見る
などして目を休めることとし，端末を見続ける一度の学習活動が長くならないようにすること。

 画面の反射や画面への映り込みを防止するために，画面の角度や明るさを調整すること。

 部屋の明るさに合わせて，端末の画面の明るさを調整すること（一般には，夜に自宅で使用する際には，昼間
に学校の教室で使用する際よりも，明るさ（輝度）を下げる）。

 睡眠前に強い光を浴びると，入眠作用があるホルモン「メラトニン」の分泌が阻害され寝つきが悪くなること
から，就寝１時間前からはICT 機器の利用を控えるようにすること。このため，教師が家庭学習を課す際にも，
平日夜に長時間のICT 機器利用につながることとならないよう，家庭学習の課し方に工夫・配慮すること。

意識の醸成，リテラシーの習得
 健康に関する意識を醸成するため，「健康面に留意する」という視点を，まずは教師が理解し，授業等におけ

る指導によって児童生徒に伝えるとともに，保護者にも適切に説明をすることによって，児童生徒がICT 機器
を使用するに当たっての配慮を，学校と家庭が協働して行うこと。

 児童生徒が自らの健康について自覚を持ち，時間を決めてできるだけ遠くを見て目を休めたり，目が乾かない
よう意識的に時々まばたきをしたりするなど，リテラシーとして習得するようにすること。

状況把握，最新の情報への注視等
 心身への影響が生じないよう，日常観察や学校健診等を通して，学校医とも連携の上，児童生徒の状況を確認

するよう努めること。必要に応じて，睡眠時間の変化，眼精疲労，ドライアイや視力低下の有無やその程度な
ど心身の状況について，児童生徒にアンケート調査を行うことも検討すること。その際，家庭でのICT 機器使
用状況についても併せて調査を行い，過度の使用がないか児童生徒自身が確認することも考えられること。

 詳細について科学的に解明されていない事項（視力低下のメカニズムや，屋外活動との関係，夜間のブルーラ
イトの影響など）もあり，文部科学省においても最新の科学的知見が得られれば随時情報提供したいと考えて
いることから，学校やその設置者においてはこうした情報にも注視を続けること。

『ＩＣＴの活用に当たっての児童生徒の目の健康などに関する配慮事項』（文部科学省）
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１3 ＩＣＴの活用による業務の効率化

【現状と課題】
 令和３年１月の中央教育審議会の答申においては，「学校における働き方改革を着

実に推進していくことにより，教師が子供たちに対して真に必要な教育活動を効果的

に行うことができるようになる環境に大きく寄与することが期待される」とされてお

り，「令和の日本型学校教育」を実現する上で不可欠の要素となっています。

 ＩＣＴの活用による業務の効率化はＧＩＧＡスクール構想の目的の一つとされてい

るものの，学校教育ＩＣＴ化の過渡期である令和３年度においては，ＩＣＴ機器の導

入や活用の立ち上げへの対応により，教員の負担がむしろ増加してしまったというの

が実態です。教員の負担増を前提としたようなＩＣＴ活用では，今後の活用推進が期

待できないのみならず，学校教育自体の持続可能性も担保できません。

 文部科学省においても『全国の学校における働き方改革事例集』を公表し，ＩＣＴ

の活用による業務の効率化を促していますし，本県においてもＩＣＴ活用が十分に進

捗している学校においては，学習活動での活用はもとより，各種アンケート，職員会

議，保護者との連絡等においても活用して業務改善に取り組む学校も見られました。

 その一方で，ＩＣＴ活用による業務改善・効率化を実感できている学校は，半数程

度に留まっており，取組が進んでいない学校も多く存在しています。
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【今後の対応方針】
 若年の教員から学校管理職までが，ＩＣＴの活用による業務の効率化は，個別最適

な学びと協働的な学びの一体的な充実と同様に重要であるとの認識を共有することが

働き方改革への第一歩であり，基本研修等において徹底していきます。

 これまで学校で行われてきた教育活動には，必ず何かしらの教育的意義や実施要請

があるため，それらを見直すことは容易なことではありません。

 しかし，限りある教育資源を有効活用するためには，教育活動や業務に優先順位を

つけて精選するとともに，より効率的に実施するための工夫を重ねていかなければな

りません。その際，大量の情報を素早く処理できる，時間的・空間的制約を超えて情

報の蓄積・共有ができるといったＩＣＴの強みを生かすことが大切です。

 ＩＣＴを活用した学校における働き方改革についてのリーフレットにて，比較的取

り組みやすい事例を実際に取り組んだ教員の感想と併せて紹介することにより，全て

の学校においてＩＣＴ活用による業務改善・効率化を実感されることを目指します。

 その他，授業準備の効率化や教材研究の促進のためには，教職員用のクラウド環境

等を活用して，指導案や教材等を蓄積・共有することが有効と考えられます。県教育

庁においても，採択教科書に関わらず汎用的に活用できる学習教材（『未来への〇

〇』シリーズ）や動画コンテンツ（『テンスタ』シリーズ）等を引き続き作成・提供

していきます。
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ＩＣＴを活用した学校における働き方改革に関するリーフレット
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詳細は
こちらから
ダウンロード
できます。

QRコード
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